
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
九
年

郵
政
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
時
分
割
多
重

方
式
に
お
け
る
多
重
す
る
数
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の
数
、
音
声
等

を
パ
ル
ス
に
変
換
し
た
信
号
に
当
該
信
号
の
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
の
信
号
を
加
え
た
も
の
の
送
信
速
度
並
び
に
電
力

増
幅
器
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
中
線
電
力
を
切
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
接
続
時
に
電
力
増
幅
器
を
識
別

す
る
条
件
を
定
め
る
件
）
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年

月

日

総
務
大
臣

川
端

達
夫
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